
安全で良質
な商品を 
選びたい。 

安全な輸送を確実に 
お客様に提供します！ 

中国運輸局 

貸切バスの運賃・料金制度が新しくなりました！！ 

 新しい運賃・料金制度は、利用者の安全に関わる費用(安
全コスト)を適切に反映するために導入するものです。 
 安全コストが適切に反映された運賃・料金を収受すること 
により、貸切バス事業者は、安全・安心な輸送サービスを提
供することができます。 

バス会社 

旅行会社 

ご利用者 

安全・安心な 
輸送サービスの提供 

旅行代金の 
お支払い 

安全コストが適切 
に反映された運賃 
・料金の支払い 良質な商品を提供 

するため安全なバス
会社を選択します！ 

国土交通省では、高速ツアーバス事故を踏まえて貸切バスの構造的な問題の改善に取り組んで 
おり、その一環として、平成２６年４月１日より新たな貸切バスの運賃・料金制度を実施しました。 

安全・安心な輸送サービス
を提供するための、貸切バ
スの新しい運賃・料金制度 



 一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を 

 必要としない運賃料金の額の範囲  
平成26年3月27日中国運輸局公示 

      上限額 下限額 

運 
 

賃 

キロ制運賃 大型車 210円 150円 

 (1㎞あたり) 中型車 180円 130円 

  小型車 150円 110円 

時間制運賃 大型車 7,230円 5,010円 

 (1時間あたり) 中型車 6,100円 4,230円 

  小型車 5,240円 3,630円 

料 
 

 
金 

交替運転者配置 
料金 

キロ制料金 
40円 30円 

(1㎞あたり) 

  時間制料金 

2,770円 1,920円 
  (1時間あたり) 

深夜早朝運行料金 
時間制運賃及び交替運転者配置料
金(時間制料金)の2割増以内 

  

  

特殊車両割増料金 運賃の5割増以内 

 ※ 運賃・料金の単価 

  ・上記の表の上限額と下限額の間で設定します。 

 ※ 計算の条件                   

  ・走行時間は出庫から帰庫までの時間で待機・回送時間を含みます。 

  ・運賃・料金算出時間には出庫前・宿泊場所出発前及び帰庫後・宿泊場所到着後の運転者への点呼、車両の点検時間 

   として1時間ずつ合計2時間が加算されます。 

 ※ 交替運転者配置料金 

  ・法令により交替運転手の配置が義務付けられている場合等に適用されます。       

                       

 

※時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。 
  

【新しい貸切バス運賃・料金制度のお問合せ先】  中国運輸局  自動車交通部 旅客第一課      082-228-3436 
                   〃   広島運輸支局 輸送担当    082-233-9167 
                          〃     鳥取運輸支局 輸送担当    0857-22-4120 
                          〃   島根運輸支局 輸送担当    0852-37-1311 
                          〃   岡山運輸支局 輸送担当    086-273-2113 
                          〃   山口運輸支局 輸送担当    083-922-5336 
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走行時間：      11時間30分 
出庫前帰庫後点検時間：2時間 

運賃計算時間： 13時間30分 

走行距離：60km 
回送距離：50km 

運賃計算距離： 110km 
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大型車を利用・上限額 で算出（税別） 

時間制運賃7,230円×14時間※１ ＋ 
キロ制運賃210円×110km※２ ＝124,320円 

大型車を利用・下限額 で算出（税別） 

時間制運賃5,010円×14時間※１ ＋  
キロ制運賃150円×110km※２ ＝ 86,640円 

上限額124,320円と下限額86,640円の
範囲内で運賃を決定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

貸切バスを選定・利用する際は、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用
ガイドライン」をご活用ください。 
本ガイドラインでは、安全な貸切バスを選定・利用する際のポイントを示しています。 
安全にも十分留意した選定・利用をお願いいたします。 

○国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html） 

〈 

運
賃
算
出
の
例 

〉 

※１ ３０分以上は１時間に切り上げ  ※２ １０㎞未満は１０㎞に切り上げ 

新制度による適正な運賃料金とは？ 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html

